
河川の利用にはルールがあります

河川は基本的に、自由使用です。自由使用とは、河川管理者の許可または届出などの手続きを必要
とせず、いつでも自由に使用できること。（例えば・・・水泳、釣り、散策など）

河川敷地の一時的な占用等について（原則）

一時占用等の判断フロー

１．治水・利水上支障を生じないか否か
２．河川管理上支障を生じないか否か

公序良俗に反しないか

営利を目的とするか

１．工作物（仮設物）設置の有無
２．特定の場所を排他的に使用するか否か

１．無 簡易な施設可
２．否

個人的使用

１．有 設置・撤去に時間を要する（大規模）
２．使用
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一時使用の届出が必要

占用許可期間が１ヶ月程度か
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